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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
年
十
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

　

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
秋
田
県
認
証
局
及
び
ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン

ガ
ー
プ
リ
ン
ト
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

秋
田
県
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

　
　

秋
田
県
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
に
関
し
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

る
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に
よ
り
算
出
し
た
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

二　

ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト

　
　

ブ
リ
ッ
ジ
認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
に
関
し
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲

げ
る
ハ
ッ
シ
ュ
関
数
に
よ
り
算
出
し
た
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
で
あ
る
。

三　

変
更
後
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
の
適
用
開
始
日

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

湯
沢
雄
物
川
大
曲
線

横
手
市
大
雄
字
宮
小
路
三
九
番
地
先
か
ら
五
七
番
三
地
先
ま
で

五
・
〇
〇
～
九
・
〇
〇

〇
・
一
二
四

新

湯
沢
雄
物
川
大
曲
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

〃

八
・
〇
〇
～
一
四
・
〇
〇

〇
・
一
二
四

一　

道
路
の
区
域

　
　
規　
則

○
秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
施
行
規

　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
五
三
・
産
業
経
済
政
策
課
）
…
…
…
…
１

　
　
告　
示

○
道
路
区
域
の
変
更
（
四
二
三
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

　
　
公　
告

○
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
秋
田
県
認
証
局
及
び
ブ
リ
ッ
ジ

　

認
証
局
の
自
己
署
名
証
明
書
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
の
変
更
（
情

　

報
企
画
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
地
域
活
動
支
援

　

室
）　

二
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
２

　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
（
八
一
）
…
…
２

　
　
人
事
委
員
会
規
則

○
人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

　

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

　

秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
五
十
三
号

　
　
　

秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
施
行
規

　
　
　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導
入
促
進
基
金
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
五
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
三
条
第
三
号
中
「
五
人
」
を
「
三
人
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
二
億
円
」
を
「
五
億
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
十
年
」
を
「
十
五
年
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
等
企
業
導

入
促
進
基
金
条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
三
号
並
び
に
第
四
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
貸
し
付
け
る
資
金
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

秋
田
県
告
示
第
四
百
二
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

ハ
ッ

シ
ュ

関
数

フ
ィ

ン
ガ

ー
プ

リ
ン

ト

Ｓ
Ｈ

Ａ
－

１
Ｄ

８
Ｄ

Ａ
　

Ｄ
Ａ

８
Ｄ

　
５

３
７

６
　

１
Ｃ

６
４

　
３

３
１

３
　

２
Ｄ

７
２

　
Ｄ

Ｆ
Ｃ

Ａ
　

７
０

８
２

　
３

７
Ｄ

７
　

１
Ｂ

９
３

ハ
ッ

シ
ュ

関
数

フ
ィ

ン
ガ

ー
プ

リ
ン

ト

Ｓ
Ｈ

Ａ
－

１
３

７
Ｄ

４
　

Ｄ
３

６
０

　
４

１
０

３
　

７
５

Ｂ
Ｂ

　
５

Ｆ
５

３
　

２
３

５
Ｅ

　
Ｃ

５
Ｆ

Ｆ
　

３
Ｄ

４
３

　
２

Ａ
６

１
　

Ｃ
Ａ

７
０
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変
更
後
の
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
は
、
平
成
二
十
年
九
月
二
十
四
日
以

降
に
発
行
さ
れ
た
電
子
証
明
書
か
ら
適
用
す
る
。

四　

そ
の
他

　
　

一
及
び
二
に
掲
げ
る
フ
ィ
ン
ガ
ー
プ
リ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を

表
示
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
種
類
又
は
バ
ー
ジ
ョ
ン
に
よ
り
、
大
文
字
又

は
小
文
字
の
相
違
、
空
白
又
は
「
‥
」
の
有
無
等
表
示
が
異
な
る
場
合
が

あ
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
九
月
二
十
九
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ポ
ル
ダ
ー
ネ
ッ
ト

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

菊　

地　

幸　

彦

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
県
南
秋
田
郡
大
潟
村
字
中
央
一
丁
目
十
六
番
地

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
大
潟
村
及
び
周
辺
自
治
体
に
居
住
す
る
市
民
に
対
し
、

情
報
通
信
基
盤
を
活
用
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
。
そ
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
の
地
域
情
報
の
発
信
・
共

有
に
つ
な
が
る
伝
達
シ
ス
テ
ム
や
利
活
用
方
法
に
つ
い
て
研
究
・
調
査
・

啓
発
事
業
等
を
行
い
、
大
潟
村
及
び
周
辺
自
治
体
の
地
域
振
興
に
つ
な
が

る
地
域
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
情
報
発
信
を
行

い
、
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
と
地
域
の
活
性
化
、
並
び
に
暮
ら
し
や
す
い
地

域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の

と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

社
会
福
祉
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
「
萬
成
会
」

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

宮　

崎　
　
　

洋

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

秋
田
県
秋
田
市
柳
田
字
竹
生
百
八
十
七
番
地
二
号

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
（
児
）
及
び
社
会
参
加
、
社
会
的
自
立
が
困
難

な
人
た
ち
に
対
し
て
、
心
豊
か
な
生
活
を
営
み
、
作
業
活
動
や
文
化
的
活

動
を
通
し
て
、
社
会
参
加
、
一
般
就
労
が
出
来
る
よ
う
に
環
境
整
備
や
支

援
を
行
う
と
と
も
に
、
障
害
者
団
体
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
を
は
じ

め
、
行
政
や
社
会
福
祉
団
体
と
も
協
働
し
な
が
ら
地
域
福
祉
の
増
進
と
活

性
を
目
指
し
活
動
を
展
開
し
、
地
域
社
会
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

平
成
二
十
年
十
月
一
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
大
沢
地
区
全
工
区
ほ
場
整

備
事
業
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
選
管
告
示
第
八
十
一
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
り
個
人
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
旨
秋
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

　

人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部

事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
十
月
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏　

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、

　
　
　

一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を

　
　
　

改
正
す
る
規
則

　

規
則
一
一―

一
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
市
町
村
、
一
部
事
務
組
合
及

び
広
域
連
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
農
業
委
員

　

別
表
第
一
能
代
市
本
庁
の
項
中
「
、
国
体
室
長
」
を
削
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
務
局

会
│
局
長　
　

「
農
業
委
員
会
│
局
長
、
参
事

　

│　
　
　

を　
　
　
　
　
　

│　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
鹿
角
市
本

　

│　
　

」　
　

事
務
局　
　

│　
　
　
　
　

」

庁
の
項
中
「
局
長
、
次
長
」
を
「
局
長
」
に
改
め
、
「
会
計
管
理
者
、
課

長
」
の
下
に
「
、
室
長
」
を
、
「
教
育
長
」
の
下
に
「
、
教
育
部
長
」
を
加

え
、
「
、
国
体
事
務
局
長
」
及
び
「
、
国
体
事
務
局
次
長
」
を
削
り
、
「
学

事
指
導
管
理
監
」
の
下
に
「
、
政
策
監
」
を
加
え
、
同
表
鹿
角
市
出
先
機
関

　
　
　

「
市
民
セ
ン
│
所
長　
　

「
市
民
セ
ン
│
地
域
ア
ド
バ
イ
ザ

の
項
中　
　
　
　
　
　

│　
　
　

を　
　
　
　
　
　

│

　
　
　
　

タ
ー　
　
　

│　
　

」　
　

タ
ー　
　
　

│

ー
　
　

に
、
「
花
輪
図
書
館
」
を
「
先
人
顕
彰
館
」
に
改
め
る
。

　

」

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

施
設
の
名
称

施
設
の
所
在
地

指
定
年
月
日

河
辺
中
央
児
童

館

秋
田
市
河
辺
北
野
田
高
屋
字

黒
沼
下
堤
下
二
十
九
番
地

平
成
二
十
年
九
月

三
十
日

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
規
則

発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


